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 本委員会は，平成２４年１０月３日の本会議において設置され，「ＪＲ宇都宮

駅周辺地区整備について」の 調査研究を行ってまいりましたが，このたび中間

報告として，ＪＲ宇都宮駅西口周辺地区整備基本構想の策定に向けた提言をと

りまとめましたので，その経過と結果について次のとおり報告いたします。 
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Ⅰ 調査の経過 

 

１ 委員会の開会 

 

（１） 第１回委員会（平成２４年１０月３日） 

  ア 議長の招集により開会され，委員会条例第６条の規定に基づいて正副

委員長の互選を行い，委員長に小林紀夫議員，副委員長に駒場昭夫議員

を選任した。 

  イ 今後の会議の進め方や調査の内容について確認した。 

 

（２） 第２回委員会（平成２４年１０月２９日） 

  ア ＪＲ宇都宮駅周辺地区整備について，執行部から説明を受け，質疑を

行った。 

  イ ＪＲ宇都宮駅周辺地区整備の現状を把握するため，現地調査を行った。 

 

（３） 第３回委員会（平成２４年１１月２６日） 

  ア 各委員から，ＪＲ宇都宮駅西口周辺地区整備基本構想の策定に向けど

のような観点から検討すべきか等についての意見を集約した。 

 

（４） 第４回委員会（平成２４年１２月５日） 

ア ＪＲ宇都宮駅西口周辺地区整備基本構想の検討状況について執行部か

ら説明を受け，質疑等を行った。 

イ これまでの委員からの意見や執行部からの説明等を踏まえ，３月に予

定しているＪＲ宇都宮駅西口周辺地区整備基本構想策定に向けた提言に

ついて協議し，委員会の中間報告を提出することに決定した。 

 

（５） 第５回委員会（平成２４年１２月２６日） 

 ア 本委員会の中間報告書（案）について，取りまとめを行った。 
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Ⅱ 提   言 

 

ＪＲ宇都宮駅西口周辺地区整備基本構想の策定に当たっては，下記の事項に

ついて十分に配慮するよう提言する。 

 

１ 都市機能・土地利用について 

 

（１） 広域的な交流拠点にふさわしい都市機能の集積について 

都市機能の集積に当たっては，駅西口・東口のそれぞれの機能・役割

を明確にした上で配置する必要がある。 

その上で，ＪＲ宇都宮駅西口周辺地区については，県都の玄関口とし

て，市民，来訪者向けに，本市・県の文化，歴史，観光についての情報

を発信する機能や，市民生活の利便性の向上を図るための公共公益サー

ビス機能等を導入・配置し，広域的な商業，生活，文化などの交流を促

進していく必要がある。 

公共公益サービス機能等の導入・配置にあたっては，県との連携を図

りながら，にぎわいの創出にもつながる施設の配置を検討することも必

要である。 

さらには，現在，駅前に配置されている平面駐車場や駐輪場，駅北側

の低未利用地における事業推進に当たっては，地元との意見交換を十分

に行い，民間事業者も含め収益性や将来性について十分検証した上で，

土地の高度利用を図るとともに，地下の有効活用についても検討してい

く必要がある。 

また，自転車のまちとして，サイクルステーションについては，市営

駐輪場も含めさらなる機能向上を図っていく必要がある。 

 

（２） 市民，来訪者が楽しめるまちづくりについて 

県都の玄関口として，にぎわいの創出に資するため，イベントなどが

開催できる広場空間を創出するなど，市民や来訪者が楽しみ憩えるまち

づくりを行う必要がある。 
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また，中心地区への回遊の起点として必要な機能を整備するほか，市

民，来訪者を中心地区まで誘導するしかけづくりが必要である。 

 

（３） 災害に強いまちづくりについて 

駅は多くの人が集まる場所であることから，各施設の防災機能を向上

させるとともに，発災時の帰宅困難者対策や各避難所への誘導などにつ

いて十分に検討し，災害に強いまちづくりを行う必要がある。 

 

（４） 環境にやさしいまちづくりについて 

 地区整備に当たっては，再生可能エネルギーの導入促進，緑化の推進

など，環境に配慮したまちづくりを推進していく必要がある。 

 

２ 交通利便性の向上と安全性・快適性の確保について 

 

（１） 交通の要衝にふさわしい交通結節点の形成について 

    市民や来訪者が，鉄道，バス，タクシー，東西基幹公共交通などの公

共交通間での乗りかえが速やかにできるよう，各交通事業者と連携し，

利便性の向上を十分検討した上で整備を推進する必要がある。  

 

（２） 駅前広場・道路における交通渋滞の解消，安全性の向上について 

歩車分離を基本とし，ゆとりのある空間で，すべての人が使いやすく，

駅周辺の交通渋滞の緩和や歩行者の安全性が確保された整備を推進する

必要がある。 

交通渋滞の緩和のためには，タクシーやバス，一般自家用車の乗降場

を分離するなど，渋滞が発生しない誘導経路や配置を十分に検討する必

要があるとともに，歩行者の安全性の確保のためには，ペデストリアン

デッキを，車道を横断することなく歩道へ降りられるような配置にする

必要がある。 

ペデストリアンデッキについては，利便性の向上や地区の回遊性を高

めるためにも，周辺施設へ直接入場できる構造が望ましいことから，整
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備に当たっては，周辺施設と連携し，各施設への延伸を推進していく必

要がある。また，西端については，中心地区への人の動線を確保するた

めにも，宮の橋付近までの延伸などを検討する必要がある。 

 

（３） 誰もが使いやすい駅前広場の整備について 

    高齢者，障がい者，子ども，外国人など誰もが快適に生活できるユニ

バーサルデザインのまちづくりを推進する必要がある。ベンチの増設や

来訪者，公共交通利用者への案内板の充実等が必要であるとともに，エ

レベーターについては，利便性を十分に検討し配置する必要がある。 

 

３ 県都の玄関口にふさわしい風格と魅力のある都市景観の形成について 

 

（１） 良好な景観の形成について 

駅前は本市の顔であることから，景観については，色彩等に統一性の

ある整備を行うほか，景観を悪化させる原因となっている看板等につい

ては，規制を設ける等，良好な景観形成に向けた検討が必要である。 

また，駅前から宮の橋までを一体的に整備するとともに，田川等を生

かした本市らしい景観整備を行う必要がある。 

 

（２） 心地よい空間の創出について 

ゆとりのある空間の創出や緑の確保に努め，市民，来訪者が安心して

心地よく利用できる空間整備を行う必要がある。 
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Ⅲ む す び 

 

本委員会は，県都の玄関口としてふさわしい魅力的な都市拠点の形成に向

けて，ＪＲ宇都宮駅周辺地区整備を推進するに当たり，総合的な調査検討を

進めている。 

  今回の中間報告は，ＪＲ宇都宮駅西口周辺地区整備基本構想の策定に向け

て必要な提言をするものであり，引き続き，東口も含めたＪＲ宇都宮駅周辺

地区整備に関する調査を重ね，市議会としての意見を反映させるための提言

をまとめていくものである。 


